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小平市立花小金井南中学校 ＰＴＡ規約 

第１章  名称・事務局 

＜第１条＞ 

 本会は、小平市立花小金井南中学校ＰＴＡと称し、所在地は小平市立花小金井南中学校（小平市

花小金井南町１丁目９番１号）内におく。 

＜付則＞ 

   本規約は令和７年７月１４日に一部改定。 

第２章  活動目的 

＜第２条＞ 

 本会は、保護者と教職員との連携と協力により、学校教育の向上発展と学校・家庭・地域におけ

る生徒の幸福を図ることを目的とする。 

＜第３条＞ 

  本会は第２条の目的を達成するために次の活動を行う。 

１． 学校行事への協力及び本校教職員との交流を図る。 

２． 学校振興のため、学校より要請された事項への協力を図る。 

３． 地域や小平市立各小学校区青少年対策委員会（以下「青少対」という。）の活動への

協力を図る。 

４． 会員の研修・親睦・弔慰及び見舞いに関すること、その他認められることを行う。 

第３章  方針 

＜第４条＞ 

  本会は、教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。 

１． 本会は非営利的・非宗教的・非政党的団体であり、営利を目的とするいかなる行為も行わ

ない。 

２．本会および本会役員の名で公私選挙の候補者を推薦しない。 

３．本会は生徒の教育ならびに福祉のために活動する社会的諸団体および機関と協力する。 

４．本会は自主独立のものであり、いかなる団体の支配・統制・干渉も受けない。 

５．本会は教育活動を助けるために学校ならびに関係機関に意見を述べ参考資料を提供するこ

とができるが、学校の管理や人事に干渉しない。 

第４章  会員 

＜第５条＞ 

 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者またはこれに代わる人と本校教職員とし、会員はすべ

て平等の権利と義務をもつ。本会への加入は任意である。所定の非加入届けにより非加入および退

会の申し出があった場合これを妨げない。但し、子の卒業や転校または勤務校の移動によって会員

資格を失うものは、会員資格の消滅をもって退会とする。退会の場合、既納の会費は返還しない。 
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第５章  集会  

＜第６条＞  

  本会の集会は次の通りとする。 

１． 総会 

２． 役員会（会長、副会長（副校長）、書記、会計） 

３． 本部委員会（役員、各委員長（行事・給食、青少対、広報、選考）） 

４． 運営委員会（役員、行事・給食委員、青少対委員、広報委員、選考委員） 

第６章 総会 

＜第７条＞ 

 総会は全会員をもって構成され、この会の最高議決機関であり、次の事項を行う。 

（１） 定期総会は年度始めに開催し、会長が招集する。 

次のことを行う。 

１． 活動報告・決算報告および承認 

２． 新年度予算、事業計画の審議・承認 

３． 新年度役員および会計監査と各委員会委員の承認 

４． その他必要事項の審議決定 

（２） 総会の定足数は会員の５分の１以上とする。ただし、委任状による出席も認める。 

議決は出席者の過半数の同意を必要とする。同数の場合は議長が決定する。 

＜第８条＞ 

 会長は総会の日時・場所及び議題を開催７日以前に全会員に通知する。 

第７章  会計 

＜第９条＞ 

 本会の経費は会費その他の収入および寄付をもって支弁する。会費の額および資金獲得の種類を

決定する場合には総会の承認を得なければならない。但し、寄付行為があった場合には運営委員会

の承認を必要とする。 

＜第１０条＞ 

 会費の納入方法は運営委員会に一任する。原則一括納入とする。 

＜第１１条＞ 

  本会の資産は第２章の目的達成以外には使用してはならない。 

＜第１２条＞ 

 本会の会計年度は４月１日から３月３１日までとし、年度末には会計監査および会計報告を行う。 

＜第１３条＞ 

 転出者には会費の返還は行わない。また、転入者からは会費を徴収しない。 

 ＜付則＞ 

本規約は令和8年２月２３日に一部改定。 

＜第１４条＞  

 本会の予算案の作成は、役員・各委員会の代表の予算委員会による。但し、運営委員会が必要と



- 3 - 

 

認めた会員と次年度役員候補者も構成員になることができる。 

＜第１５条＞  

  会計監査は、前年度の会計について、今年度に選出された会計監査委員2名がこれを行う。 

  監査委員は本会員のほか、役員会の承認を得た者を充てることができる。 

 ＜付則＞ 

  本規約は令和8年２月２３日に一部改定。 

第８章  役員および会計監査 

＜第１６条＞  

  本会の役員および会計監査の構成は次のとおりとする。 

   会長    保護者１名 

   副会長   保護者２名・副校長 

   書記    保護者２、３名 

   会計    保護者２名 

   会計監査  保護者２名・教職員 

＜付則＞ 

   本規約は令和６年１１月１日に一部改定。 

 

＜第１７条＞ 

   (削除) 

＜第１８条＞  

  役員および会計監査の選出は以下のとおりとする。 

１． 本会役員候補・会計監査候補を選出するために選考委員会を置く。 

２． 各候補者の選出は選考委員会に一任する。但し、教職員の役員候補・会計監査候補の選出

については教職員に一任する。 

３． 役員・会計監査は総会において承認を得なければならない。 

 ＜第１９条＞  

原則として役員および会計監査の兼任は認めない。 

第９章  役員および会計監査の任務・任期 

＜第２０条＞  

  役員および会計監査の任務は次のとおりとする。 

１． 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

２． 副会長は会長を補佐し、保護者選出の副会長は会長不在の場合にはその代理を行う。 

３． 書記は本会の議事を記録し、本会運営に必要な庶務を行う。 

４． 会計は本会のすべての経理を処理し、総会には監査を経た決算報告を行う。 

５． 会計監査はその年度の会計を監査し、総会に報告する。 

６． 役員は役員会を開き、本会の事務を処理する。 

＜第２１条＞  

 役員および会計監査の任期は定期総会から次年度定期総会までとする。但し、再任も可能である。 
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第１０章 本部委員会 

 ＜第２２条＞ 

  本部委員会は総会に次ぐ議決機関であり、必要に応じて開く。 

 ＜第２３条＞ 

  本部委員会の構成は役員・各委員長とする。 

 ＜第２４条＞ 

  本部委員会の任務は次の通りである。 

１． 会長及び各委員会より提出された議案を審議し決定する。 

２． 各委員会によって立案された議案を審議し承認する。 

３． 総会に提出する報告書及び議案書を作成する。 

４． 必要がある場合、特別委員会を設ける。 

５． 細則改正を審議し承認する。 

第１１章 運営委員会およびその任務 

 ＜第２５条＞ 

  １・２学年より各10名、3学年より各5名選出された委員と本部委員会で運営する委員会を運営

委員会とする。 

 ただし、上記の人数以上の立候補があった場合、別内規に従い決定する。 

  １．行事・給食委員はPTA全体行事の企画・運営を行う。 

  ２．青少対委員会は各小学校の青少対と連携して行事のお手伝い等をする。 

  ３．広報委員会は、ＰＴＡの広報誌を発行する。 

  ４．選考委員会は次年度役員、会計監査、各委員会の委員長、学年委員の選考にあたる。 

新年度の役員選出までの活動の為、1、2年から選出する。 

＜付則＞ 

   本規約は令和７年１月２４日に一部改定。 

 

 ＜第２６条＞ 

  各委員会はその事業計画を本部委員会にはからなければならない。 

  ＜付則＞ 

   本規約は令和６年２月２８日に一部改定。 

 

 

第１２章 校長および役員会 

 ＜第２７条＞ 

  校長は本会のすべての会に出席して意見を述べることができる。 

 ＜第２８条＞ 

  役員会は本会の役員をもって構成され、必要に応じて開く。 
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第１３章 規約改正 

 ＜第２９条＞ 

  規約は総会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。 

 また、改正案は総会の７日以前に全会員に通知するものとする。 

 ＜付則＞ 

  本規約は平成２３年５月９日より実施する。 

  本規約は平成２４年５月８日に一部改定。 

  本規約は平成２９年4月２８日に一部改定。 

本規約は令和２年６月19日に一部改定。 

本規約は令和４年５月６日に一部改定。 

本規約は令和５年４月２８日に一部改定。 

 

小平市立花小金井南中学校ＰＴＡ規約 細則 

第１章 慶弔規定 

 ＜第１条＞ 

  本会の会員または生徒に関して弔慰及び見舞いを行う場合の原則的な事項を定める。 

 ＜第２条＞ 

方法と内容 

１． 死亡の場合        原則として代表が参列し香典壱万円を供える 

２． 火災・風水害の場合    本部委員会・運営委員会で協議・決定 

第２章 特別支援学級からの委員選出について 

 ＜第３条＞ 

１． 原則として学級委員を少なくとも１名選出する 

２． 他の役員についても状況に応じて適用する。 

第３章 PTAサークル 

 ＜第４条＞ 

  ＰＴＡサークルは会員の親睦を深める活動をする。活動費はＰＴＡが負担する。 

 ＜付則＞ 

  本規約は平成２３年５月９日より実施する。本規約は令和５年４月２８日に一部改定。 
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小平市立花小金井南中学校ＰＴＡ役員選考規定（細則） 

 

＜第１条（会）＞  

１．役員（会長･副会長･書記･会計）の選出は、互選会の内定を経て行う。  

 ２．互選会により内定された役員は、全会員により信任されなければならない。  

＜第２条（互選会）＞  

１．互選会は、各クラスから選ばれた候補者により構成され、原則、話し合いにより役員を内 

定する。  

２．互選会は、選考委員会により召集される。  

＜第３条（候補者の選出）＞  

１．候補者の選出は、２学期中に第１学年及び第２学年の各クラスの話し合いにより行う。  

なお、第3学年からも立候補することができる。但し、次年度に子が入学する場合に限る。 

２．候補者は、四役のいずれかを限定せず、各クラス２名以上を選出するものとする。  

３．候補者選出のクラスでの話し合いは、特段の事情のない限り全員の参加により行うことを 

原則とする。  

４．話し合いによる選出が困難と判断された時の候補者の欠員は、抽選により選出することが 

できる。抽選は、特段の事情のない限り全員の参加により行うことを原則とする。 

 ５．抽選により選出された候補者の変更は、特段の事情がない限り全員参加のクラスの話し合 

いにより行うことを原則とする。  

６．現役員は、次年度以降の役員の候補者に選出されることを妨げない。ただし、拒否権を行 

使することができる。 

  ７．役員の兼任は認めない。ただし、役員の欠員が生じた場合は運営委員会の承認を得て兼任 

又は補充を認める。 

  ８．候補者選出において、当会で一度でも役員および委員経験のある保護者の申し出がある場 

合は、役員および委員を免除することができる。 

＜第４条（規定の改定）＞  

１．本規定を改定する場合、または本規定以外に必要と認める事項が生じた場合には、運営委 

員会にはかり決定することができる。  

＜付則＞ 

 本規定は平成２３年５月９日より実施する。 

 本規定は平成２６年３月６日に一部改定。 

 本規定は平成２９年4月28日に一部改定。 

 本規定は令和４年２月６日に一部改定。 

 本規定は令和５年１２月１日に一部改定。 
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小平市立花小金井南中学校ＰＴＡ組織図 
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